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 不動産登記推進イ
メ ー ジ キ ャ ラ ク
ター「トウキツネ」

軽自動車税種別割が減免されます

　障がいのある人１人につき１台の軽自動車税が減免
されます。忘れずに手続きをしてください。（障がい
の程度に応じて条件が異なります）
申請期限　５月 31 日 ( 金 )
申請場所　市税務課諸税係（市役所１階３番窓口）
対象者　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳Ａ
または精神障害者保健福祉手帳１級を持っている人
※申請前に納付した場合は減免対象にはなりません。
手続きに必要なもの　軽自動車税種別割納税通知書、
運転免許証、身体障害者手帳など
問合せ　市税務課諸税係（☎２２－２１１１　内線
１０３７）

自動車税種別割の納付は５月31日 (金 )まで

　自動車税種別割の納税通知書を５月初めに郵送しま
す。納期限までに金融機関やコンビニエンスストア、
球磨地域振興局などで納付してください。
　クレジットカード決済やスマートフォン決済アプリ
で納付する場合は、「地方税お支払いサイト」を利用
してください。利用方法など詳しくは、納税通知書に
同封しているお知らせをご覧いただくか、お問い合わ
せください。
納期限　５月 31 日 ( 金 )
問合せ　県県南広域本部収税課（☎０９６５－３３－
２１８４）

国税についての質問や相談を受け付けています

　国税についての質問や相談は、全国一律料金の「国
税相談専用ダイヤル」をご利用ください。
「国税相談専用ダイヤル」　０５７０－００－５９０１
受付時間　平日午前８時 30 分～午後５時　※土・日
曜、祝日を除く
 電話相談センターによる解決が困難な相談や書類や
事実関係を確認する必要がある場合などは、税務署で
面接による相談を受け付けています。税務署での相談
は事前予約が必要です。
問合せ　人吉税務署（☎２３－２３１１）

相続登記の申請が義務化されました

　令和６年４月１日から相続登記の申請が義務化され
ましたが、それ以前の相続でも、不動産（土地・建
物）の相続登記がされていないものは申請義務の対象
です。相続登記について登録免許税が免税される場合
もありますので、早めの手続きをお勧めします。
問合せ　熊本地方法務局人吉支局

（☎２２－３３９３）

農
業
経
営
に
つ
い
て
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
実
施
中

　

市
農
業
委
員
会
で
は
、
農
業
経

営
の
地
域
計
画
策
定
に
伴
う
目
標

地
図
の
素
案
の
作
成
に
向
け
、
市

内
に
農
地
を
お
持
ち
の
人
に
郵
送

で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

将
来
の
農
業
の
在
り
方
を
検
討

す
る
う
え
で
重
要
な
調
査
で
す
の

で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
が
届
い
た
人
は

回
答
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
合
せ　

市
農
業
委
員
会
事
務
局

落
ち
た
ヒ
ナ
は
拾
わ
な
い
で

　

春
は
野
鳥
の
繁
殖
期
で
す
。
巣

立
ち
し
た
ヒ
ナ
が
地
面
に
落
ち
て

も
、
必
ず
親
鳥
が
世
話
を
す
る
の

で
拾
わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

　

県
で
は
、
５
月
10
日
か
ら
の
１

カ
月
間
を
指
導
取
締
強
化
月
間
と

定
め
、
違
法
捕
獲
な
ど
の
防
止
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
鳥
獣
や
鳥

類
の
卵
は
、
狩
猟
許
可
を
受
け
た

人
以
外
の
捕
獲
や
殺
傷
、
採
取
が

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

球
磨
地
域
振
興
局
森
林

保
全
課
（
☎
24
‐
４
１
９
０
）、

市
農
林
整
備
課
林
務
係

愛
が
ん
飼
育
目
的
で
の

メ
ジ
ロ
の
捕
獲
は
で
き
ま
せ
ん

　

愛
が
ん
飼
育
を
目
的
と
し
た
メ

ジ
ロ
や
ホ
オ
ジ
ロ
な
ど
の
捕
獲
は

で
き
ま
せ
ん
。
平
成
24
年
３
月
31

日
ま
で
に
飼
養
登
録
を
受
け
て

飼
っ
て
い
る
メ
ジ
ロ
な
ど
は
、
更

Ｄ
カ
フ
ェ
青
い
鳥

６
月
の
案
内

　

認
知
症
カ
フ
ェ
「
Ｄ
カ
フ
ェ
青

い
鳥
」
は
、
認
知
症
の
人
や
そ
の

ご
家
族
、
地
域
住
民
、
認
知
症
に

関
心
の
あ
る
人
な
ど
誰
で
も
気
軽

に
集
い
、
交
流
や
情
報
共
有
が
で

き
る
憩
い
の
場
で
す
。
お
茶
や

コ
ー
ヒ
ー
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

期
日　

６
月
12
日
㈬

時
間　

午
前
11
時
～
午
後
２
時

場
所　

二
条
橋
い
こ
い
の
家
（
上

青
井
町
１
８
１
番
地
）

参
加
費　

１
人
１
０
０
円

問
合
せ　

Ｄ
カ
フ
ェ
青
い
鳥
（
☎

22
‐
３
４
９
３
）

　地域で行っている「通いの場」をまとめたリーフレット
『ひとよし通いの場』を作成しました。「通いの場」は、地
域に住む高齢者が気軽に集い、さまざまな活動や触れ合い
を通して、日々の生活に健康づくりと活気を取り入れても
らう場です。そこでは、ころばん体操、脳トレーニング、
レクリエーション、グラウンドゴルフ、茶話会など通いの
場ごとに様々な活動をされています。
　毎日生き生きと過ごすために、あなたの地
域の「通いの場」を見つけて参加してみませ
んか。

・市高齢者支援課（市役所１階６番窓口）
・市保健センター
・地域包括支援センター
・社会福祉協議会
・老人クラブ連合会事務局
・シルバー人材センター事務局
・各校区コミセン
・市内薬局

リーフレット設置場所

問合せ　市高齢者支援課元気・長生き係（☎２２－２１１１　内線１２１２）

▲ 詳しくは
こちら

税務課からのお知らせ

年
金
受
給
者
の
口
座
・
住
所
の

変
更
は
届
け
出
が
必
要
で
す

　

年
金
を
受
け
取
る
口
座
を
変
更

す
る
と
き
は
、
年
金
事
務
所
に

「
年
金
受
給
権
者
受
取
機
関
変
更

届
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。
必
要

事
項
を
記
入
し
、
変
更
後
の
口
座

の
金
融
機
関
や
郵
便
局
で
証
明
を

も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

年
金
受
給
者
の
住
所
が
変
わ
っ

た
と
き
は
、
年
金
事
務
所
に
「
年

金
受
給
権
者
住
所
変
更
届
」
の
提

出
が
必
要
で
す
が
、
日
本
年
金
機

構
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
登
録
し
て

い
る
人
は
届
け
出
が
不
要
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
未
登
録
の
人
や
、

住
民
票
と
違
う
住
所
に
住
ん
で
い

る
人
、
成
年
後
見
を
受
け
て
い
る

人
は
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

八
代
年
金
事
務
所
（
☎

０
９
６
５
‐
35
‐
６
１
２
３
）、

市
市
民
課
国
保
年
金
係

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

活
用
し
ま
し
ょ
う

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品(
後
発

医
薬
品)

は
、
新
薬
（
先
発
医
薬

品
）
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
製
造

販
売
さ
れ
る
、
安
全
性
と
効
き

目
が
変
わ
ら
な
い
医
薬
品
で
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
す

る
場
合
は
、
医
師
・
薬
剤
師
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
点

・ 

国
の
厳
し
い
審
査
を
通
っ
た
も

の
だ
け
が
承
認
さ
れ
て
い
ま

す
。

・ 

新
薬
と
同
じ
有
効
成
分
を
使
用

し
、
開
発
費
用
が
抑
え
ら
れ
、

低
価
格
で
経
済
的
負
担
を
軽
く

し
ま
す
。

・ 

個
人
の
負
担
を
軽
減
す
る
だ
け

で
な
く
、
日
本
全
体
の
医
療
費

を
新
技
術
や
新
薬
導
入
に
活
用

で
き
ま
す
。

・ 

現
在
の
優
れ
た
医
療
保
険
制
度

を
維
持
し
、
次
の
世
代
に
引
き

継
い
で
い
く
こ
と
に
貢
献
し
ま

す
。

問
合
せ　

市
市
民
課
国
保
年
金
係

新
手
続
き
を
行
う
こ
と
で
、
引
き

続
き
飼
育
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　

球
磨
地
域
振
興
局
森
林

保
全
課
（
☎
24
‐
４
１
９
０
）、

市
農
林
整
備
課
林
務
係

う
ぉ
〜
む
は
あ
と

６
月
の
案
内

　

さ
ざ
な
み
☆
う
ぉ
～
む
は
あ
と

は
、
子
育
て
中
の
親
子
が
気
軽
に

集
っ
て
交
流
す
る
場
で
す
。

時
間　

午
前
10
時
～

場
所　

さ
ざ
な
み
保
育
園

５
日
㈬　

年
齢
別
活
動（
０
歳
児
）

12
日
㈬　

年
齢
別
活
動
（
１
・
２

歳
児
）

19
日
㈬　

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン

26
日
㈬　

子
育
て
講
座
「
習
字
教

室
①
」、
講
師
：
岡
本
麻あ
さ
み美
さ
ん
、

場
所
：
い
こ
い
の
家
さ
ざ
な
み

※
サ
ー
ク
ル
活
動
、
自
由
利
用
、

保
育
相
談
は
い
つ
で
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

開
所
時
間　

平
日
午
前
９
時
～
午

後
５
時

利
用
料　

無
料
（
材
料
代
な
ど
を

除
く
）

申
込
・
問
合
せ　

さ
ざ
な
み
☆

う
ぉ
～
む
は
あ
と
（
☎
22
‐

７
１
７
７
）、
さ
ざ
な
み
保
育
園

（
☎
22
‐
５
５
１
９
）
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